
指定管理者について

平成30年4月1日より、東京都高尾ビジターセンターは指定管理
制度に伴い株式会社自然教育研究センターが管理・運営を行いま
す。（当ホームページのアドレスに使用している「ces」は、弊
社の略称です。）

http://www.ces-net.jp/
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